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11. はじめに 
撮影機材の技術的な発達によって，誰もがいつ

でもどこでも簡便に高画質の撮影を行える環境が

提供されるようになり，盗撮に対する技術的歯止

めがなくなった。その結果，盗撮事件が増加し，

その手口は巧妙になっている。  

盗撮事件件数の増加が社会的に問題となり，法

的には条例等によって厳しく規制されることにな

ったが，それでも盗撮事件の報道は後を絶たない。

それだけでなく，二次的な事件なども報告されて

いる。  

その結果，カメラ機能付き携帯電話(ケータイ)

は購入しない，などの傾向が利用者に現れて，カ

メラ市場やケータイ市場への影響も出はじめて，

盗撮は単なる変質的傾向のある人の問題として片

付けることはできず，業界として，または技術者

として何らかの対応策が必要になっている[1]。 

ここでは，撮影を積極的に知らせる撮影表示を

とりあげて，視覚的表示信号(撮影イルミネーショ

ン)および聴覚的表示信号(撮影音と撮影メッセー

ジ(ことばを用いた音声信号))について，検討を行

う。2011 年の報告[2][3]においては，聴覚的表示

信号だけを扱ったが，今回は撮影イルミネーショ

ンをも検討の対象に含め，通常の撮影環境下にお

いて，他の視覚的・聴覚的ノイズに紛れにくい撮

影表示を行うための必要条件を求める。 

撮影イルミネーション，撮影音，撮影メッセー

ジのいずれの撮影表示信号も，その生成について

は，極めて高い自由度をもつ。したがって最適な

撮影表示信号を求めることは容易でない。それで

ここでは，他の視覚的・聴覚的ノイズに紛れにく

いという評価基準に適合するための必要条件を求

めて，これらの撮影表示信号を生成する際のガイ

ドラインを提供する。 

2. 内蔵カメラの撮影表示の自主規制 
ケータイに内蔵されるカメラ機能については，

カメラ機能付きケータイが市場に出た当初から，

撮影時に音を出す機能が装備されていた[4]。その

後，撮影表示機能は盗撮等に対処するための業界

の自主規制としてキャリアからケータイ端末メー

カに仕様が提示され，それに基づいた製品が提供

されている。  

この仕様は公開されてなく，しかもシャッター 

 

 

 

 

音(以降，一般化して撮影音)の大きさや端末内に

保存されているメロディの内容(波形など)につい

ての具体的な規定はなく[5]，既に多様な撮影音が

ケータイに実装されている。そのため，撮影音ま

たは撮影メッセージが発せられてもそれを撮影表

示として識別できないことが問題となっている[6]。 

3. 撮影表示仕様として規定する項目 
アラームに関する国際規格 IEC 60601-1-8[7]は

3 種 の 信 号 (Visual alarm signals ， Auditory 

alarm signals，Verbal alarm signals)について

規定項目を設定している。これに基づくと，静止

画および動画の撮影については，少なくとも次の

ような撮影表示項目についての要件を充足する仕

様の撮影表示が望まれる。 

3.1 Visual alarm signals (撮影イルミネーショ

ンに対応)  
a) 要件 フラッシュとは別に撮影表示としての視覚的信

号による表示が望まれる。特に動画の撮影にはオーディ

オ記録が伴うことがほとんどであるため，視覚的信号に

よる撮影中表示が望まれる。  

b) 特性 幾つかの Visual 表示特性(color, flashing 

frequency, duty cycle, etc)を用いて，撮影の各ステ

ップおよびその他の撮影関連表示を区別して示すことが

望ましい。 

3.2 Auditory alarm signals (撮影音に対応)  
a) 要件 静止画と動画の撮影に対しては，従来から何ら

かの聴覚的信号表示が行われてきた。誰もが撮影を容易

に認識できる音でなければならず，静止画撮影時の撮影

音とは異なる音であることが望ましい。 

b) 特性  幾つかの Auditory 表示特性(wave form, 

duration, etc.)を用いて，撮影の各ステップおよびそ

の他の撮影関連表示を区別して示すことが望ましい。 

3.3 Verbal alarm signals (撮影メッセージに対

応)  
a) 要件 補助的な扱いではあるが，言葉による通知があ

ると，撮影表示の意味をさらに明確にすることができる。  

b) 特性 幾つかの表示特性を指定し，認知し易いメッセ

ージを用いる必要がある。 

備 考 : いずれの信号についても，その強さ

(intensity)については大きい程，他の視覚的・聴

覚的ノイズに紛れにくい撮影表示を行える。撮影

表示仕様としては，与えられた環境下でのその最

小値を規定することが望まれるが，ここではその

値についての検討は行わない。 

4. 撮影イルミネーション 

4.1 撮影イルミネーションに求められる条件 
撮影イルミネーションの要件である，"誰もが撮

影を示すアラーム光であることを容易に認識でき
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るイルミネーション"は，次の条件を満たすことが

望ましい。 

(1) ケータイのカメラ以外の機能に使用される各

種のイルミネーション(着信表示など)とは区別で

きる。  

(2) 周囲のノイズ(広告表示，装飾表示，交通標識，

交通機関のアラーム光など)に紛れない。 

44.2 撮影イルミネーションの生成と評価方法 
ケータイに使われているイルミネーションパタ

ーンには，メロディほどの自由度はないが，RGB フ

ルカラーLED を使ったかなり複雑で多様なパターン

[8]が用いられている。そこで通常の撮影環境下で

目立ち易い(背景の視覚的ノイズに紛れにくい)イ

ルミネーションパターンの特徴を調べるために，

Visual 表示特性の color，flashing 周期，duty を

パラメータとして変えることができる図 1 のイル

ミネーションパターン発生器を試作し，イルミネ

ーションパターンの目立ち易さを評価した。 

 
(a) 構成 

 
(b) 外観 

図 1 イルミネーションパターン発生器 

4.3 ノイズ環境での目立ち易さの評価結果 
目立ち易さを昇順に 1, 2, 3 の値で相対評価す

るとき，屋内の蛍光灯照明下での評価結果を次に

示す。 
                目立ち易さ 

flashing 周期(s)     0.5          

duty(%)         40   60   80 

        R        3    3    1 

color   G        3    3    3 

        B        3    3    2 

        W        2    3    3 

 

flashing 周期(s)     1.0          

duty(%)         40   60   80 

        R        2    3    3 

color   G        2    2    3 

        B        1    2    2 

        W        1    2    2 

flashing 周期(s)     1.5          

duty(%)         40   60   80 

        R        1    2    2 

color   G        2    2    2 

        B        1    2    2 

        W        1    2    2 

5. 撮影音 

5.1 撮影音に求められる条件 
撮影音に求められる要件である，"誰もが撮影を示

すアラーム音であることを容易に認識できる音"は，

次の条件を満たすことが望ましい。 

(1) ケータイのカメラ以外の機能に使われる各種

の音(プッシュ音，エラー音など)とは区別できる。  

(2) 周囲のノイズ(市街・交通機関の音，人の話し

声，幼児の叫び，動物の鳴き声など)に紛れない。 

5.2 撮影音の生成と評価方法 
前報[2][3]を参照。 

5.3 ノイズ環境での聞き取り易さの評価結果 
前報[2][3]を参照。 

6. 撮影メッセージ 
前報[2][3]を参照。 

7. むすび 
自主規制に委ねられている撮影表示を見直して，

多くの人がケータイに内蔵されたカメラの撮影表

示であることを識別できる撮影イルミネーション，

撮影音，撮影メッセージを検討した。 

ケータイ内蔵カメラの撮影表示仕様を周知させ，

広く公開するためには，標準化の手続きが望まれ

る 。 IEC/TC100(Audio, video and multimedia 

equipment and systems)においては，今後の標準

化課題の議論[9]の中でその検討が開始されている。 
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